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竹
島
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

竹
島
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
九
年
三
月
公
示
の
『
新
学
習
指
導
要
領
』
で
は
「
竹
島
や
北
方
領
土
が
我
が
国
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
な

ど
、
我
が
国
の
領
域
を
め
ぐ
る
問
題
も
取
り
上
げ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
た
が
、
本
年
二
月
二
十
二
日
の
島
根
県
主

催
の
「
竹
島
の
日
」
記
念
式
典
に
領
土
問
題
担
当
大
臣
及
び
政
府
関
係
者
（
閣
僚
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
に
限
る
。
）

は
参
加
す
る
か
。

二

右
の
『
新
学
習
指
導
要
領
』
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
政
府
が
「
北
方
領
土
の
日
」
を
制
定
し
て
い
る
の
と
同
様
、
「
竹
島
の

日
」
を
制
定
す
る
考
え
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
、
政
府
は
、
「
現
時
点
で
「
竹
島
の
日
」
を
制
定
す
る
考
え
は
な
い
」
（
内

閣
参
質
一
八
〇
第
六
号
、
平
成
二
十
四
年
二
月
七
日
）
、
「
「
竹
島
の
日
」
に
係
る
方
策
な
ど
の
御
指
摘
の
よ
う
な
方
策
を

含
め
、
不
断
に
検
討
し
て
い
く
考
え
」
（
内
閣
参
質
一
八
三
第
一
一
号
、
平
成
二
十
五
年
二
月
八
日
）
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
そ
の
後
の
具
体
的
な
検
討
内
容
を
説
明
さ
れ
た
い
。

三

平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
、
内
閣
官
房
領
土
・
主
権
対
策
企
画
調
整
室
の
竹
島
問
題
の
み
に
支
出
し
た
金
額
及
び
施
策

の
内
容
を
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
平
成
三
十
年
度
予
算
及
び
施
策
の
内
容
を
説
明
さ
れ
た
い
。

一



四

竹
島
問
題
と
関
連
し
て
、
日
本
海
呼
称
問
題
に
お
い
て
、
積
極
的
に
情
報
収
集
を
行
い
、
我
が
国
の
立
場
を
発
信
し
て
諸

外
国
と
戦
略
的
に
連
携
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
過
去
五
年
間
に
支
出
し
た
金
額
及
び
施
策
の
内
容

を
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
韓
国
政
府
が
過
去
五
年
間
に
費
や
し
た
金
額
及
び
施
策
の
内
容
に
つ
い
て
、
政
府
の
承
知
す
る

と
こ
ろ
を
説
明
さ
れ
た
い
。

五

竹
島
周
辺
海
域
で
の
安
全
操
業
だ
け
で
な
く
、
操
業
漁
場
の
確
保
す
ら
出
来
な
い
状
況
下
に
お
い
て
、
政
府
は
日
韓
漁
業

協
定
を
改
正
す
る
予
定
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


